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提 案 理 由 

行政不服審査法 の全部改正に伴い、富士見市行政不服審査関係手数料条例を制定

したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出します。 

  



 

富 士 見 市 行 政 不 服 審 査 関 係 手 数 料 条 例 

 

 （趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２７条の規定により徴収する手

数料のうち行政不服審査に関するものについては、別に定めがあるもののほか、こ

の条例の定めるところによる。 

（手数料の額） 

第２条 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号。以下「法」という。）第３８条

第６項の規定により読み替えて適用する同条第４項（他の法令において準用する場

合を含む。）の条例で定める手数料の額は、別表に定める額とする。 

２ 法第８１条第３項の規定により読み替えて準用する法第７８条第４項の条例で定

める手数料の額は、別表に定める額とする。 

（手数料の徴収） 

第３条 手数料は、法第３８条第１項（法第９条第３項の規定により読み替えて適用

する場合及び他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。）又は法第８１条

第３項の規定において準用する法第７８条第１項の規定による交付についての申請

の際又は当該申請に係る書類等の交付の際、これを徴収する。 

 （手数料の減免） 

第４条 審理員（法第９条第３項に規定する場合にあっては、審査庁）は、法第３８

条第１項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人（以下「審査請求人等」

という。）が経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めると

ころにより、第２条第１項の手数料を減額し、又は免除することができる。 

２ 富士見市行政不服審査会条例（平成２８年条例第 号）第 1 条に規定する富士見

市行政不服審査会は、法第８１条第３項の規定により準用する法第７８条第１項の

規定による交付を受ける審査請求人等が経済的困難その他特別の理由があると認め

るときは、規則で定めるところにより、第２条第２項の手数料を減額し、又は免除

することができる。 

（送付による交付に係る費用の徴収） 

第５条 行政不服審査法施行令（平成２７年政令第３９１号）第１４条第１項（同令



第２３条の規定により準用する場合を含む。）の規定により、送付による交付を

受ける審査請求人等は、規則で定めるところにより、当該送付に要する費用を納

付しなければならない。 

（手数料の還付) 

第６条 納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認める

ときは、徴収した手数料の全部又は一部を還付することができる。 

（過料） 

第７条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れ

た金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を超えないときは、

５万円とする。）以下の過料に処する。 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

交付の方法 手数料の額 

１ 書面等を複写機により用紙に複写したも

のの交付 

白黒 用紙１枚につき１０円 

カラー 用紙１枚につき２０円 

２ 電磁的記録に記録された事項を用紙に出

力したものの交付 

白黒 用紙１枚につき１０円 

カラー 用紙１枚につき２０円 

 備考  

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列３番又はＡ列４番とする。 

２ 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を１枚として手数料

の額を算定する。 

 


